
【重要】車両定員に関する注意喚起 

東京都小学生バレーボール連盟 ／ 遠征・試合時の車両移動について 

 

     定員オーバーでの移動は道路交通法違反です。事故時には重大な被害につながる危険

があります。遠征・練習試合を問わず、すべての車両移動で必ず定員を守ってください。 

■ 車種別の定員・荷物の目安 

 

車種 定員 子ども乗車時の注意点 荷物スペース 

軽自動車 4 名 
子どもでも 4 名まで。 

チャイルドシート使用時はさらに注意 
少ない（トランク狭小） 

普通乗用車 

（5 人乗り） 
5 名 3 列目なし。後部座席 3 名は窮屈に注意 トランク使用可 

ミニバン 

（7〜8 人乗り） 
7〜8 名 

荷物との兼ね合いで実質 6〜7 名になる

ケースあり 
3 列目を倒すと減少 

ハイエース等 

（9〜10 人乗り） 
9〜10 名 

定員内でも荷物の置き場所・シートベル

ト確認を 
後部荷室あり 

⚠️  定員を 1 名でも超えると違反です。「近いから」「子どもだから」は理由になりません。 

 

■ やってはいけないこと（禁止事項） 

✕ 定員を超えての乗車（例：5 人乗りに 6 名以上乗せる） 

✕ シートベルト未着用での発車（全員・全席必須） 

✕ チャイルドシート・ジュニアシートの未使用（6 歳未満は義務、小学生も強く推奨） 

✕ 荷物を通路・床に置いて乗客の足元を塞ぐ 

✕ 荷物を人の膝の上や座席に重ねて積む 

✕ 保護者 1 名が複数家庭の子どもを定員を超えて乗せる 

 

 



■ 出発前のチェックリスト 

☑ 乗車人数が定員以内であることを確認した 

☑ 全員のシートベルト着用を確認した 

☑ 荷物はトランクや荷室に収まっている 

☑ 運転者は十分な睡眠・体調確認済み 

☑ 目的地・駐車場・集合時間をドライバー全員で共有した 

☑ 緊急連絡先（指導者・保護者代表）を車内で把握している 

 

■ 違反した場合の罰則（道路交通法） 

 

違反内容 罰則・影響 

定員超過 反則金 7,000 円〜 ／ 違反点数 1 点 

シートベルト未着用 違反点数 1 点（運転者に課せられます） 

チャイルドシート不使用 違反点数 1 点（6 歳未満の場合） 

事故発生時 保険適用外・保護者への賠償責任が生じる場合あり 

 

東京都小学生バレーボール連盟より 

東京都小学生バレーボール連盟では、公共交通機関での移動を推奨しています。 

子どもたちの安全は、私たち大人の責任です。「少しくらい大丈夫」という気持ちが、取り返

しのつかない事故につながります。チームとして定員・安全ルールを必ず守り、全員が笑顔で

コートに立てるよう、ご協力をお願いいたします。 

 


